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（平成 25 年 3 月版） 

「ひょうご消費者ネット」入会案内 

 

適格消費者団体 ＮＰＯ法人ひょうご消費者ネット 

 

ひょうご消費者ネットは、次のような趣旨で平成１７年１２月に設立された、兵庫県

を拠点とする消費者団体です。 

『 近年、商品・サービスに関する消費者トラブルが増加しており、その内容は一段と

多様化・複雑化している。一方、消費者と事業者の間の情報の量・質、交渉力の格

差はますます拡大し、新たな消費者問題が急増している。 

消費者契約に関する被害については、一般に、同種の被害が多数の者にわたると

いう特徴を有している。しかし、一件一件は少額な被害であることが多く、消費者

側が救済をあきらめてしまう傾向も強いことから、悪質な事業活動による不当な利

得が放置される結果となってしまい、そのことが消費者被害拡大の大きな要因とな

っている。 

したがって、消費者被害の未然防止・拡大防止を図ることが重要であり、事業者

による不当な行為を抑止する必要がある。この抑止の手段としては、消費者団体が、

事業者の不当な約款、広告や勧誘行為などの問題点を迅速に把握し、是正を求める

とともに、消費者への情報提供を行うことが有効である。また、このような観点に

立って、事業者の自主ルールや行政規制の在り方についても提言を行っていくこと

が必要である。 

そのためには、消費者・学識者・専門家が協力しながら、活動を推進することが

望ましい｡私たちは、そうした新しい消費者組織として「ひょうご消費者ネット」を

設立する｡ 』 

 

 ひょうご消費者ネットは、平成２０年５月２８日には、内閣総理大臣から適格消費者

団体の認定を受け、主に、事業者による不当条項の利用や不当勧誘の差し止め活動（差

し止め訴訟を含む）を行っています。 

（なお、当団体の具体的な活動内容や組織の概要については、ひょうご消費者ネットの

ＨＰ（http://hyogo-c-net.com）をご覧下さい。）。 
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当団体の上記設立趣旨に賛同し、会員となっていただける方は、別紙の「入会申込書」

により、会員種別を選択の上、必要事項をご記入いただいて、下記事務局まで郵送・ご

持参・ＦＡＸのいずれかの方法によりお申込みください。 

【事務局連絡先】 

〒６５０－００〒６５０－００〒６５０－００〒６５０－００１１１１１１１１    

                    神戸市中央区神戸市中央区神戸市中央区神戸市中央区下下下下山手山手山手山手通通通通５－７－１１兵庫県母子会館２階Ｃ５－７－１１兵庫県母子会館２階Ｃ５－７－１１兵庫県母子会館２階Ｃ５－７－１１兵庫県母子会館２階Ｃ    

                        ＮＰＯ法人ひょうご消費者ネット事務局ＮＰＯ法人ひょうご消費者ネット事務局ＮＰＯ法人ひょうご消費者ネット事務局ＮＰＯ法人ひょうご消費者ネット事務局    

                        TELTELTELTEL：：：：078078078078----361361361361----7201720172017201            

FAXFAXFAXFAX：：：：078078078078----361361361361----7228722872287228（（（（25252525 年年年年 3333 月月月月 6666 日日日日以降以降以降以降はははは    000077778888----333366661111----7777222200005555））））    

 

入会申込がありましたら、入会を承認するかどうかについて検討させていただき、ご

連絡いたします。入会承認ということになれば、その旨と入会金・年会費の振込先を書

面で送付させていただきます。 

その上で、入会金・年会費の入金が確認できましたら、正式に会員とさせていただき

ます。なお、正会員の方につきましては、ひょうご消費者ネットの全正会員が登録して

いるメーリングリストに届け出られたメールアドレスを登録させていただきます。 

 

なお、年会費につきましては、事業年度ごと（毎年４月１日～翌年３月３１日）に徴

収させていただきます。 

 

また、当団体の会員であることを営利目的で利用することはご遠慮下さい。（例えば、

会員が営利事業で用いているホームページに、当団体の会員であることを記載すること

など） 

   


